
 

 

第 27回参議院議員通常選挙人材派遣（共通仕様書） 

 

１ 業務名  

第 27回参議院議員通常選挙人材派遣 

 

２ 業務内容 

  別紙個別仕様書①～⑤による（労働者派遣法第 40条の２第１項第１号の政令で定 

める 26業務以外の自由化業務） 

 

３ 契約金額の算定基準 

⑴ 契約金額は、派遣労働者１人が業務に従事する１時間あたりの派遣料の時間単 

価とする。 

 

⑵ 時間単価には、この契約を履行するために必要な通勤手当、労働保険及び社 

 会保険料等の一の費用を含むものとする。 

 

⑶ 労働時間が８時間を超える勤務については、その部分につき 15分あたり、時間 

単価の４分の１の 25％増の額（１円未満の端数については切り捨てる。）を単価 

とする。なお、14分以下の時間外勤務が発生した場合は、15分単位で切り上げる 

こととする。 

（例：８時間 10分 → ８時間 15分で請求、８時間 16分 → ８時間 30分で請求） 

 

⑷ 消費税の計算については、税抜き単価(８時間を超える勤務分については 15 分 

 あたり時間単価の四分の一の 25％増の額)に総合計勤務時間数(15 分単位)を乗じ 

 た金額に税率を乗じて計算する。（１円未満の端数については切り捨てる。） 

 

４ 予定時間数 

⑴ 期日前投票派遣労働者説明会 

80時間 （20人×２時間×２日） 

 

    ※同説明会への参加人数が 1回あたり 20名を超えるときは、 

会場のキャパシティ等を考慮する必要があるため、別途協議が必要となる。 

 

⑵ 期日前投票事務予定時間数 

 ア 門真市役所別館３階第３会議室 

 ①公示日の翌日から選挙期日の３日前まで 

1,008時間 (６人体制×12時間×14日間) 
 

 ②選挙期日の２日前から選挙期日の前日まで 

168時間 (７人体制×12時間×２日間) 



 

 

 イ 南部市民センター１階ロビー 

 ①公示日の翌日から選挙期日の３日前まで 

1,008時間 (６人体制×12時間×14日間) 

 

 ②選挙期日の２日前から選挙期日の前日まで 

168時間 (７人体制×12時間×２日間) 

 

ウ そよら古川橋駅前１階ふるえきキッチン横 

  ①選挙期日の８日前から選挙期日の３日前まで 

378時間 (６人体制×10.5時間×６日間) 
 

  ②選挙期日の２日前から選挙期日の前日まで 

147時間 (７人体制×10.5時間×２日間) 

 

⑶ 当日投票事務予定時間数 

 選挙期日当日 

ア 通常単価 736時間  (92人×８時間) 

イ 割増単価 414時間  (92人×4.5時間) 

 

⑷ 事務局事務 

契約期間のうち、選挙管理委員会事務局の指定する日（日曜日、土曜日及び 

国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日を除く。） 

    325.5時間 （２人×7.75時間×21日間） 

 

 ⑸ 開票事務 

   選挙期日当日 

   75時間（60人×1.25時間） 
 

合計 4507.5時間 

 

上記予定時間数は、見積り金額の算定の基礎となるものであり、実際の業務に際

しては、必要に応じて時間の増減がありえる。 

 

 

※第 27回参議院議員通常選挙の公示日及び選挙期日は、国会の会期延長等がなけ 

れば、公示日は令和７年７月３日、選挙期日は令和７年７月 20日（日）を想定 

しているものであるが、現状これらは未確定であるため、確定次第、受注者へ 

連絡することとする。 

 

 

 

 



 

 

５ 見積方法 

見積に際しては、１人１時間当たりの時間単価（消費税及び地方消費税相当額を 

除く。）とする。ただし、割増単価は、見積り金額の算定に入れない。（支払い時に 

算定する。） 

 

６ 契約料の請求方法 

  契約料は、正当な請求があった日から起算して５日を超え 30日以内に支払う。 

 

７ 就業規則、給与規定等の提出要請 

契約締結時に労働局の受理印のある就業規則の写し及び業務従事予定者の給与額 

のわかる給与規程又はそれに代わるものの写しを提出すること。 

 

８ 投票の有無の連絡 

第 27回参議院議員通常選挙における投票の有無の連絡は、公示日に行う。 

 

９ 手話通訳者について 

 期日前投票事務及び当日投票事務においては、各期日前投票所及び当日投票所に派

遣する者のうち各１名は、手話通訳できる者をなるべく派遣すること。 

 なお、派遣の応募状況等により手話通訳者を確保できない場合は、報告すること。 

 

10 個人情報等の保護 

  本業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第57号）その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

11 備考 

⑴ 期日前投票及び当日投票事務の期間や予定時間数は、当該選挙の選挙期日によ

  り変動する場合もあるため、選挙管理委員会事務局の指示に従うこと。 

⑵ 過去に本市を含む近隣自治体において、職員又は選挙人等から態度不良など苦 

情のあった派遣労働者については、協議の上、他の派遣労働者に変更を求めるこ 

とがあるため、留意すること。 

 


